
マルクスの世界史像に関する覚え書

- 『資本制生産に先行する諸形態』
(1857/58)を中心に-
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は じ め に

マルクスは､周知のように､F経済学批判｣の

序言(1859年1月)において彼の ｢研究にとって

導きの糸となった一般的結論｣ を定式化 し､そ

のをかで ｢大づかみにいって､アジア的､古典

古代的､封建的および近代ブルジョア的生産様

式が経済的社会構成体のあい継 ぐ諸時期として

表示 されうる｡ブルジョア的生産諸関係は､社会
ul

的生産過程の最後の敵対的形態である｣と述べた｡

私が本稿で考察するのはこれら四つの生産様

式で表示された社会構成体が､マルクスにあっ

てはいかなる内容を持 ちつつ相互に関連せしめ

られ､それを通 じていかなる世界史像が主張 さ

れているのか､ということである｡

岡 崎 勝 せ

このことが成 し遂げられるためには､まずそ

れぞれの概念内容を明らかにする必要があるが､

本稿ではそれをもっぱら r資本制生産に先行す@
る諸形劉(1857/58)に依って考察する｡本書

が先の ｢定式｣に直接先行する労作であり､従

って ｢定式｣の具体的内容をそれが行われた時

点にそくして考察するために最適のものだから
@

である｡

しかし､もっぱら本書によって考察するにつ

いては､また､本稿がマルクス研究に新たな貢

献をするためというよりは､いわば､私個人の

必要のために書かれたという個人的理由も存 し

ていることを最初に認めておかか ナれば怒らな

いであろう｡

マルクス研究が様々な意味で今日なお現実的

意味を有 していることは明らかなことである｡

しかし､このことがかえってマルクス理解 を拘

束するものとをっていることもまた現実である

ように思われる｡ ｢マルクスのものはマルクス

へ｣といわれる事態が見られることもまた現実

であるように思われる｡このような事態のなか

では､さしあたりは､｢概念の考古学｣的態度を

むしろ積極的におし進めつつ､一つの歴史的時

点におけるマルクスに即 して､その思想を自分

なりに解明することが､少なくとも私には､必

要なことだと考えられたのである｡

以下では､まずf諸形態｣の私なりの要約 を行

い､それが､かの ｢定式｣にいかなる内容 を与

えているかを検討 していく｡
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〔1〕所有の本源的形態

マルクスは､資本制生産が形成されるための

二つの前提条件として (D｢自由な労働と貨幣の

交換｣(7.S.375)､ (参｢労働の実現の客観的条件

- 労働手段と労働機材- からの自由な労働

の分離｣(同上)をあげ､この基本的観点から､

ひるがえって資本制生産に先行する諸形態にあ

っては労働とその実現の客観的条件とがすべて

何らかの形で結合 していたととらえ､その結合

のあり方を所有形態を軸として分析 していく｡

まず最初の段階として設定されるのは ｢所有

の本源的形態｣(歴史的にも実在が確認されてい

るとして ｢歴史的状態第 1号｣ともいう)であ

る｡所有対象には自然的生産条件､労働手段､

生活手段の三つがあるが､この段階ではこれら

すべてを包含するものとしての土地が所有の対

象となり､所有主体は一定の共同体の一員たる

ことを条件として土地と ｢自分のものとして｣

(44.S.395)結合 している｡資本制生産が交換

価値の生産を目的としているのに対 して､ここ

での生産は共同体および共同体員の再生産を目

的としている｡

この段階は､さらに､私有制の発展段階の異

なる以下の類型に区別される｡

a) 東洋的共同体を基礎とする共同体的土地

所有 :アジア的形態｡

人類の生存様式の最初の形態は ｢遊牧生活｣

(9.S.376)状態であったが､そこでは自然発生

的な ｢種族共同社会｣(Stammgemeinschaft,9.

S.376)または｢群居団体｣(Hel･denlVeSen,10.S.

376)を形成していた｡｢人間がけっきょく定住

するようになる｣(9.S.376)さいに､彼らはこの

自然発生的共同社会を前提 として土地に関係す

る｡その結果成立 したのが本源的所有のアジア

的形態､すなわち ｢東洋的共同体を基礎とする

共同体的土地所有｣(7.S.375)である｡ここでは

｢人間は､共同団体､しかも生きた労働のかた

ちで自己を生産し､また再生産するところの共

同団体の財産である大地と素朴に関係する｣(10,

S.376)のである｡この場合個々人はこの共同団

体の成員であることを条件として共同団体の財

産である大地を個々に占有するO従ってここで

は私的所有は存在しないのである｡また､こう

して成立した小共同体はその内部での ｢工業と

農業との結合によって--･･まったく自給自足的

をものとなり､また再生産と剰余生産のいっさ

い諸条件をそれ自身のをかに持って｣ (ll.

S.377)おり､それ自体一個の経済整体(das6ko-

nornisclleCanze)とをっているO分業は未発達

達であり､本来的意味での都市と農村の分業 ･

対立はか .ゝ ｢この(fあい本来の都市は､上記

の村落とならんで､対外貿易に特別有利な地点

や､または国家の首長とその太守たち(Sat一･apen)

が彼らの所得 (剰余生産物)を労働と交換 し､

この所得を労働元本として支出しているところ

にだけ形成される｣(12.S.377)㌘

このアジア的形態は､上のような根本的特質

を基礎としながらも､その ｢種族団体内部の共

同性｣(12.S.377)の表現形態に関しては､さま

ざまを形態を展開した｡ しかしこれに関しては､
⑤

所有の二次的形態のところでのべる｡

b) 自由な小土地所有

自由な小土地所有には二種の形態が含まれて

いる｡古典古代的形態 (ギリシア ･ローマ的形

態)とゲルマン的形態がそれであり､従ってこ

れらはいずれも西ヨーロッパに見出されるもの

である｡

(イ) 古典古代的形態

ギリシア､ローマでは共同体所有と私的所有

が ｢あいならんで｣(28.S.385)存在している｡

共同体所有は ｢国家所有｣(同上)として存在 し､
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(agerpublicus)､他方､｢個々人は土地→ 周別

の分割地(Parzelle)- の私的所有者となり､

その土地の個別的耕作が彼とその家族の手に｣

(14,S.378f)まかされているのである｡ここで

は ｢共同体は- 国家として- ､一方ではこ

の自由平等を私的所有者相互の関係､外部にた

いする彼らの結合であり､また同時に彼らの保

障でもある｣(14.S.379)のであって､従って｢国

家市民だけが私的所有者｣(28.S.385)をのであ

る｡彼らはこのような所有を実現するために軍

事的共同組織を編成し､都市への住居の集中を

行っている｡ここでは都市は農村部 をも包含し

て-つの経済整体となっており､手工業､商業

などの分業は成立 していたが､都市と農村との

分業は行なわれえず､むしろ ｢都市の農村化｣
⑥

(21.S.382)が行われた｡

(ロ) ゲルマン的形態

ゲルマン的形態においては私有所有が共同所

有に対して優位となってくる｡ここでは ｢経済

整体は基本的には各個人の家のなかにあり､こ

の家が対日的に｣国の自立した生産の中心をなして

いる｡-古典古代世界にあっては､農村共有地をもつ

郡市が経済整体となっているが､ゲルマンの世界に

あっては､個々の住居こそ経済整体である｡この住居

自体は､付属する土地のなかの点として現れるにす

ぎないが.多数の所有者の集合体ではなくて､自立的

単位としての家族である｣(24.S.383)｡優位を占

める私的所有に対し､狩猟地､牧地など共同目的

のために利用される ｢公有地は､ゲルマン人の

ばあいには､むしろ個人的所有(dasindivlduelle

Elgentum)の補充 としてのみ現 れ｣ る(23･S･

383)｡他方､｢共同体は､･--共同体成員のその

時々の連合によってのみ存在するにすぎか ､｡

したがって共同体は､連合体 (Vere】n)として

ではなくて連合 (Vereinlgung)として現れ､統

一体 (Einhe't)としてではをくて､土地所有者

からなる自立的主体の統一 (Einigung) として

現れる｡だから共同体は､古典古代人のばあい

のように､国家､国家組職 としては事実上存在

しをい｡をぜをら共同体が都市として存在 しを

いからである｡共同体が現実に存在するために

は､自由を土地所有者が集会を関かねばならな

い｣(写2以下 S･383).ただし､また､このような

共同体の所属員たることが上のような所有を実

現する条件となっているのであって､その意味

で､共同体の一員であることが彼の存在の基本

にかかわる問題たることは他の諸形態の場合と

同様である｡

分業に関していえば､初期にはそれは未発達

であった｡｢中世(ゲルマン時代)は､歴史の場

面としての農村から出発 した｡この歴史のその

後の発展は､やがて都市と農村の対立というか

たちで進行する｡近代の 〔歴史〕は､古典古代

人のばあいのような都市の農村化ではなく､農

村の都市化である｣ (21.S.382)｡すなわち､ゲ

ルマン的形態にあっては､他の諸形態とちがい､

都市と農村との分業 ･対立がそのなかから発生

し､その対立のをかからさらに近代における農

村の都市化-資本主義化への発展がおこなわれ

ていくのである｡

C) 三形態の関係

三形態の関係については次のように言われて

いる｡本源的所有の ｢すべての形態は共同団体

を想定しているが､その構成員は､彼らのあい

だに形式上の区別はあるとしても､やはり共同

団体の構成貞 として所有者なのである｡だか

らこの所有の本源的形態は､それ自体直接的な

共同所有である｡ (東洋的形態｡それはスラヴ

的所有では変形 されているか､古典古代的およ

びゲルマン的所有では対立物に発展 しているが､

対立物ではあっても､しかもなおそのかくれた

基礎ををしている)｣(47.S.396f)O

この文章の意味するところについて考察 す
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るには､まず､人類が定住- 土地を所有-

するに先立って､その前提として､種族共同社

会を形成 しており､その種族共同社会の所有下

に大地をおき､その結果として東洋的共同体を

基礎とする共同体的所有が形成されてきたとい

う､先のマルクスの考察 を想起すべきであろう｡

ここから導きうることは､三形態のうち ｢本源

的｣形態は､遊牧生活の中で形成されてきた種

族共同体の所有下に大地をおくという､｢直接的

な共同所有｣すなわち東洋的形態だということ

である｡(スラヴ的変形については後述する｡)

そしてここでは一括されている ｢古典古代的お

よびゲルマン的所有｣では､このような ｢直接

的な共同体所有｣が私的所有の対立物に｢発展｣

しているのであって､従って理論的にも歴史的

にもこれらは東洋的(アジア的)形態の発展形態
⑦

であるということである｡ ｢共同体員の構成員

として所有者なのである｣という意味では､あ

くまで ｢直接的な共同体所有｣は ｢古典古代的

およびゲルマン的所有｣の ｢かくれた基礎をな

している｣としても､アジア的形態とこれら両

形態との間には段階的な差位の存在すること､

両者を同一の段階のものとしてはマルクスは考

えていなかったのではないか､ということが椎
⑧

察できると私には思われる｡

最後に､アジア的形態と区別されたうえで一

括されている古典古代的形態とゲルマン的形態

が､それぞれどのような関係をアジア的形態と

もっているか､また相互に関係 しているかとい

う問題が残されている｡ しかしこの点について

は最後に考察することにしたい｡

〔2〕所有の二次的形態

所有の本源的形態の次の段階に置かれている

のが所有の二次的形態､すなわち奴隷制および

農奴制である｡この段階は生産の目的が共同体

仁 -

および共同体員の再生産であって交換価値の生

産ではないこと､また労働 と生産条件とが結合

している点では本源的形態と共通であるが､所

有対象が土地に統合されないで土地､労働手段

をどに分離 ･自立 してくる点で､しかも所有対

象の中に生産手段 としての人間が含まれるよう

になること､また一定の共同体への所属が所有

の実現に不可欠の条件となっている点は同じで

も､その共同体自体が二次的なものとなってい

る点で本源的形態のそれとは区別 されるのであ

る｡

a) 二次的形態の発生とその特質

所有の二次的形態の発生については次のよう

に言われている｡ ｢もし人間自身が､土地の有

機的付属物として､土地といっしょに征服され

るとすれば､人間は生産諸条件の一つとして一

括征服されることになり､こうして奴隷制や農

奴制が発生するが､これらはあらゆる共同団体

の本源的形態をやがてゆがめ､また変形させ､

そしてそれ自体これら共同団体の基礎とをる｡

単純を構成は､このことに.よって否定的に規定

される｣(37.S.391)｡すなわち､その発生をと

りわけ戦争に求め､その結果奴隷制と農奴制が

成立すると説明するが､ここで特徴的なのはマ

ルクスが奴隷制と農奴制を並記していることで

ある｡この点は次にあげる二次的形態の諸件質

に関するマルクスの叙述についても言えること

であって､ここではむしろマルクスが両者の同

質性に重点をおいて考察 していることが､まず

注目されるべきであろう｡

奴隷制と農奴制の二次的形態としての基本的

特質としては､労働主体と生産条件の両者-
@

奴隷および農奴と土地- が分離 しておらず､

その点で自由を労働の存在を前提 とする資本主

義とは基本的に相違 しているが､他方､本源的

所有においては生産者が ｢自分のものとして｣
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土地と結合 していたのに対 し､ここでは社会の

一部分が他の部分によって生産手段 として所有
⑩

されており､生産者が土地 と結合 しているとは

いっても､それは非所有者かつ被所有者として

結合 しているのである｡また､この形態は共同

体にもとづく所有の一層発展 したものであるが､

その一層の発展 とは､まず第-にここでは所有

が支配 ･隷属という政治的関係 と結合 している

こと､従ってここでは本源的形態における共同

体とは違って､共同体は階級支配と結合 してお

り､また､共同体そのものが､ツンフ トのよう

に､｢それ自体すでに生産された､できあがって

きた､二次的な｣(50.S.399)もの となってい

るのである｡

b) ･二次的形態の諸類型

(イ) アジアにおける二次的形態

先に本源的所有のアジア的形態として要約 し

たのは､マルクスが ｢大多数のアジア的基本形

態｣(10S.376)と述べているもののそれであっ

た｡この大多数のアジア的基本形態から発生 し

てくる二次的形態に関しては､まず次の有名な

規定がある｡ ｢奴隷制や農奴制等のもとでは､

労働者自身､ある第三者たる個人または共同団

体のためにおこなう生産の自然的諸条件の一部

として現れるが､(このことは､たとえば東洋の

全般的奴隷制にはあてはまらない｡ただヨーロ

ッパ的観点からだけいえることである｡)- し

たがって所有はもはや､労働の客観的諸条件に

たいするみずから労働する個人の関係行為では

ないカLll､この奴隷制および農奴制等は､共

同Efl体と共同団体内の労働のうえにきずかれた

所有の､必然的で首尾一貫 した結果であるとは

いえ､つねに二次的であって､本源的なもので

はない｣(44以下.S.395)｡マルクスが生涯にた

った一度この場所でのみ使用 した ｢全般的奴隷

刺(dle allgemeine Sklaverel)｣というこの概

念に関しては､訳語をも含めて様々な議論が展
⑪

開されてきている｡ しかし､文章そのものに即

して言えることは､ただ､オリエントの ｢奴隷

制｣では(allgemelnの訳語はともかく)労働者

自身が第三者としての一個人または共同団体の

ための自然的諸条件の一つとしては現われてい

をいといっているだけであり､それ以上の積極

的主張がここで述べられているわけではない｡

そしてこれに関する積極的説明は別の場所で行

われているO ｢種族団体 (共同Efll本は本源的に

はこのなかに溶解する)を基礎 とする所有の基

本条件一 種族の構成員であること- は､種

族によって征服された他の種族､すなわち征属

させられた種族 をして財産を喪失させ､そして

この種族 自身を､共同団体が自分のものとして

関係 をむすぶ､その再生産の非有機的条件のな

かに投げ入れる｡だから奴隷制と農奴制とは､

種族団体にもとづく所有が一段と発展 したもの

にすぎない｡両者はそうした所有のあらゆる形

態を必然的に変形 させる｡アジア的形態ではこ

の変形をおこをうことがもっとも少ない｡この

アジア的形態の基礎とをっている工業と農業と

の自給自足的一体性のもとでは､征月良というこ

とは､土地所有､農業が排他的に優勢なところ

ほどに必須の条件とは ≪なら》をい｡他方､こ

の形態では個々人はけっして所有者とはならず､

ただ占有者となるにすぎないから､けっきょく

彼自身が､共同体の統一 を具現する者の財産､

奴隷である｡そして奴隷制は､ここでは労働の

諸条件を止揚することもか すれば､またその本

質を変化させることもない｣(40.S.392f.㌔

この文章では種族共同社会にもとづく所有､

すなわち最も本源的な意味における所有のアジ

ア的形態の｢変形｣したものとして､やはりアジ

アにおいても奴隷制が存在 していたことが主張

されている｡ただ､そこでの奴隷はヨーロッパ

にみられるような第三者としての個人､共同団
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体に所有されるのではか )｡アジアでは､共同

体の共同社会性の表現として ｢総括的統一体が

--すべての中共同団体の うえに立 ち､上位の

所有者､あるいは唯一の所有者として現われ･-

-現実の諸共同体はただ世襲的な占有者として

あらわれ｣(10.S.376)るようになり､このよう

にして共同社会性の体現者の所有物 に､- 共

同体員が土地と占有者として結合 したままで一

一､｢変形｣ したものとして奴隷制が成立するの

である｡共同所有が文字通 りの､また最も本源

的な意味でのそれであることから､この点で｢変

形｣ しており､｢二次的｣なのである｡ただし､

また､このような二次的形態に移行するにあた

って ｢変形をおこなうことがもっとも少ない｣

ということ､すなわち､この奴隷たちが旧来通

りに ｢工業と農業との結合によって---まった

く自給自足的な｣小宇宙的共同体において､占有

者として土地に結合 しているという点では ｢労

働の諸条件を止揚することもか ナれば､またそ

の本質を変化させることもか ｣ゝと指摘 されて

いるのである｡

以上のような変化 を経てアジアでは ｢多くの

共同団体の父である専制君主｣(ll.S.377)があ

らわれ､小共同体の ｢剰余労働の一部分は､け

っきょくは人格として存在する上位の共同社会

(GemelnSChaft)のものとなり､またこの剰余労

働は貢柄等のかたちでおこなわれることもあれ

ば､またなかば現実の専制君主､なかば観念上

の種族本体たる神という統一体への諜仰のため

にする共同労働のかたちでおこなわれる｣(ll.

S.377)ようにもなるのである｡そしてこの場合､

｢労働により現実に領有することの共同的諸条

件､すなわちアジアの諸民族のばあいにきわめ

て重要であった用水路､交通手段等は､---上

位の統一体､すなわち小 さな諸共同体のうえに

うかぶ専制救府の事業として現れる｣(12.S.377)

のである｡

次に､上の大多数のアジア的基本形態におけ

る二次的形態以外のものとして､マルクスは二

種のものをあげている｡

一つはメキシコ､ペルー､古代ケル ト人や若

干のインド種族の場合であって､ここではいず

れも ｢統一体が労働 自体の共同化にまでひろが

り､･･.-･正式の一制度と｣(12.S.377)をってい

るものである｡この ｢共同体生産および共同所

有は､明らかに二次的な形態であり､それはす

をわち､征服種族によってもちこまれ､また移

植されたものである｡これら征服種族は､自分

たちのあいだでは､インド人のをかやスラヴ人

のあいだで見られるようを､古代のいっそう単

純な形態をもつ共同所有と共同体的生産とを知

っていたのである｣(36.S.390)0

最後にスラヴ､ルーマニアその他の諸共同体

にみられる二次的形態がある｡先にも見たよう

に ｢直接的を共同所有｣としての｢東洋的形態｣

は ｢スラヴ的所有では変形 されている｣とマル

クスは指摘 していた｡ここでの本源的所有は共

同所有にもとづいており､従ってその意味では

｢アジア的形態｣のうちに含まれるのであるが､

しかし他の点では ｢変形されていた｣のである｡

すをわちここでは諸共同体が相互に独立 して存

続 し､各個人はその内部で自己に割 りあてられ

た土地で家族 とともに独立 して労働 を行ってお

り､そして共同体に対 しては､｢共同の備蓄､い

わば保険のための一定の労働､および共同団体

そのものの経費に充当するための､つまり戦争､

祭把のための一定の労働｣(11以下.S.377)を行

っていたのである｡このような ｢変形｣に注目

して ｢所有とは､本源的には- そこでまた､

その く所有の)アジア的 ･スラヴ的 ･古典古代

的 ･ゲルマン的形態では- 労働す､る--主体

が､自分のものとしての彼の生産と再生産の諸

条件にたいして関係することである｣(44.S.395)

と述べて ｢スラヴ的形態｣を独立させている場
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合もある｡そしてこのようをスラヴ的を本源的

所有における共同体全体のための労働について､

マルクスは､｢ここにはじめて､もっとも本源的

な意味での首長的財産管理(dasherrschaftliche

dom‖llum)が-･-現れる｡このなかに賦役等々

への移行の基礎がある｣(12.S.377)と指摘 して

いる｡すなわち共同体全体のための労働の領主

への賦役労働への車云化 を､従って二次的形態の

うちの農奴制への移行をマルクスはここでは考

えていたと推察 されるのである｡

(ロ) 西ヨ-ロッパにおける二次的形態

古典古代に於ける二次的形態 をめぐっては二

つの問題が存する｡一つは古典古代における農

奴制の問題であり､他は本源 的所有 の ｢古典

古代的形態｣と二次的形態との関係である｡

まず第 1点については､『諸形態』では奴隷制

と農奴制との同質性が注目され､両者は殆んど

常に連語的に並列されて述べられており､ここ

から､古典古代における農奴制 をマルクスが認
⑫

めていたとも､考えられないわけではない｡少

をくとも論理的にはその可能性は排除できをい｡

また､これは1882年になってのことであるが､

エンゲルスがマルクス宛の手紙のなかで古典古

代のテッサ リアに農奴制を認めているという事
@

実もある｡ただ､『諸形態』ではこのことは積極

的には主張 されていない｡積極的には奴隷制の

みである｡この問題に関 しては､上の可能性は

承認 しつつも､今後の問題として残 しておかざ

るを得ない｡

第 2の問題に関 しては､マルクスは『諸形態』

をも含む 『経済学批判要綱』のなかで､｢直接的

強制労働が古典古代の基礎であって､共同団体

は現存する基盤 としてこの強制労働にもとづい
くゆ

ている｣(S.156)と述べている｡これによれば

古典古代的共同体-ギリシア ･ローマ的形態が

奴隷制を基礎 としていることに在るOまた､先

に見た本源的所有の古典古代的形態のところで

は､上の同 じ共同体が､国家として,r自由平等

な私的所有者相互の関係､外部に対する彼 らの

結合であり､また同時に彼 らの保障でもある｣

と述べ ｢匡卜家市民だけが私的所有者なのである｣

と言っている｡従ってこの国家市民たるローマ

人､ギリシア人は､本源的所有のうちの､自由

を,ト土地所有を実現 していると同時に､奴隷所

有者としてその二次的形態 をも実現 しているこ

とになろう｡

他方､また､次のようにも言われている｡｢こ

れらの形態(本源的所有の諸形態､引用者)は､

労働自体 を客観的生産諸条件の一つにうつすこ

とによって､本質的に変形 され (農奴制と紋隷

刺)､その結果､歴史的状態第一号のものと分類

されている所有諸形態はすべて単純に肯定的を

性格をまったく喪失 し､また変形 されるのであ

る｡それらの諸形態はすべて､奴隷性 を可能性

として､だからまたそれ自身の止揚 として､そ

のなかにふくんでいる｣(52.S.399)｡また､｢都

市ローマが建設され,そしてその周辺の共有畑

地がその市民によって耕作されて以降- 共同

団体の諸条件は以前とはちがうものになってし

まった｡これらすべての共同団体の目的は･-･-

その共同体を形成する個人を所有者として再生

産すること･--である｡ しかしこの再生産は､

必然的に古い形態の新たを生産であるとともに､

またその破壊でもある｡たとえば各個人がか こ

がしかのエーカーの土地 を占有 しか すれば在ら

ぬところでは､はやくも人口の増進がさまたげ

となる｡このさまたげを予防しようとすれば､

植民となり､またこの植民は征服戦争を必要と

する｡それとともに､奴隷等々が 《生ずる≫｡

たとえばまた公有地の拡大がおこり､そしてそ

れとともに､共同団体 を代表する貴族が 《生ず

る≫等｡このようにして古い共同団体の維持は､

それの基礎である諸条件の破壊 をふ くみ､その

反対物に転回する｣(41以下.S.393)｡ここでは､
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むしろ奴隷制が本源的所有を止揚するもの､古

い共同体をその反対物に転回するものとしてと
⑮

らえられている｡

こうした相反するかに見えるマルクスの叙述

を整合的に理解する道は- マルクスは 『諸形

態』の中でこれを主張 しているわけではをいが

- ｢奴隷制 ｣そのものの歴史的発展段階を区

別することであると思われる｡マルクスは､ か

って 『ドイツ ･イデオロギー』のなかで､｢種族

所有 (stammelgentum)｣の段階においてすでに
⑬

｢家族のうちに潜在している奴隷制｣を認めて

おり､これは､F諸形態』における本源的所有に

対応する時代にすでに家父長制的家族のうちに

奴隷制が潜在していることを主張 していること
⑫

にをるからである｡すなわち､本源的形態にお

いても奴隷は存在するのであるが､この段階で

はまだ家父長的家族制度の中で､それに規定 さ

れて存在する奴隷であり､この奴隷制は､従っ

て生産に対して､また家父長の形成する共同体

に対 して､これを規定することのない奴隷制を

のである｡本源的所有の古典古代的形態におい

てはこのようを奴隷制が存在 したのであるoこ

れに対 して古典古代的形態を止揚 していく奴隷

制とは､もちろん上のような家父長制的奴隷制

の発展 したものではありをがら､ しかし逆に市

民の共同体､生産 を破壊 し､新たな生産の主体

となった奴隷制である｡両者はともに所有形態

としては ｢二次的｣形態である｡ しかし古典古

代社会の歴史的発展段階という観点からみれば､

後者の意味における奴隷制が､｢二次的｣なもの

として位置づけられるのである｡
ノ

中世における二次的所有については ｢歴史的

状態第二号｣､｢変形 された第-の歴史的状態｣､

農奴制､という三つの概念がこれに関係 してく

る｡

｢歴史的状態第二号｣とは､土地ではなくて

労働手段(および生活手段)の所有のことであり､

具体的には中世都市手工業者の所有である｡そ

れがこう呼ばれるのは､本源的土地所有 (歴史
カスト

的状態第一号)とはちがい､｢族姓制度の形態で､

奴隷制および農奴制と類似の否定的発展を維持

することができる｣(52.S.400)もの､すなわち

二次的をものであって､かつ歴史的にもその存

在が確認できるものだからである｡

このような｢労働の手工業的かつ都市的発展｣

(50.S,398)が行をわれている場合には､ この

｢第二種の所有すなわち労働する所有者の自立

化によって､第一の歴史的段階そのものがすで

に著 しく変形 されて現れざるを得ない｣(50.S.

398)｡従って ｢この歴史的状態第二号--はその

本性上第-号の歴史的状態の対立物としてだけ､

あるいは同時に､変形された第-の歴史的状態

の補完物 としてのみ存在しうるものである｣(51.

S.399)｡ここで ｢歴史的状態第 2号｣ -中世都

手工業者の所有に対立するものとしてあげられ

ている ｢第一号の歴史的状態｣とは､本源的所

有のゲ)Vマ ン的形態であろうO先にも引用 した

ように ｢中世(ゲルマン時代)は､歴史の場面と

しての農村から出発 した｡この歴史のその後の

発展は､やがて都市と農村の対立というかたち

で進行する｣と述べられており､また本源的所

有の他の形態においては都市の農村との分業 ･

対立は否定 されているからである｡とすれば｢変

形 された第一の歴史的状態｣とは､このゲルマ

ン的形態の変形 ということに怒らざるをえない｡

これに関してはマルクスは 『経済学批判要綱』

のをかで ｢農奴 を使 う農耕が伝来の生産であり､

田園での孤立的生や舌が伝来の生活であったゲル

マンの野蛮人は､ローマの諸州でおこをわれて

いた土地所有の集積が古い農業関係をすでに完

全にくつがえしていたために､それだけいっそ

う容易にローマ諸州をそういう条件に従わせる
⑲

ことができた｣(S.19)と述べている｡ここでマ
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ルクスの言っている ｢伝来｣の意味- どの時

点からか､また社会的生産の中で基本的なもの

であったか- については不明であるが､少75:

くともローマ征服前には､程度はともかく､ゲ

ルマン人たちが農奴制を知っており､征服後に

はそれをローマ諸州に導入 していったとマルク
⑳

スが考えていたことは事実であろう.すをわち

ゲルマン的形態は二次的形態としての農奴制へ

の変質を ｢伝来｣のものとしてすでに知ってい

たのである｡このことから､上の ｢変形された

第-の歴史的状態｣とは､このゲルマン的形態

が ｢変形｣ したものとしての､二次的形態とし

ての農奴制であると考えられる｡

上のような第二次的所有を実現 しているのは､

やはり共同体であるが､ しかし､｢共同体はここ

では､もはや第-のばあい･･･.･･のように自然発

生的な形態をとって現れることはできず､むし

ろそれ自身すでに生産された､できあがってき

た､二次的な､労働者自身によってすでに生産

された共同団体 として現れる｣(50.S.398)ので

ある｡この文章は直接的には ｢歴史的状態第二

号｣を実現する基本条件 としてのツンフ トを指

している｡ しかし封建制度における諸身分に関

してもこの文章はあてはまるものであり.@中世

における共同団体は ｢二次的を｣ものであると

することができる｡

結局マルクスは中世 ヨーロッパにおいて形成

されてきた所有の二次的形態として､都市にお

いてはツンフ トという ｢生産された共同団体｣

にもとづいた､労働者による労働用具 (および

生活手段)の所有を､農村においては農奴制度

と結合 した土地所有を､すなわち土地とともに

征服されて第三者としての一個人または共同団

体のためにおこなう生産の自然的諸条件の一つ

として生産者が現われ､他方ではもはや労働す

ることはなくて､｢その所有が労働者自体 を農奴

等として生産諸条件のなかに含めているところ

の土地所有者｣(52.S.400)-政治支配者が現わ

れてくる土地所有を考えていたとすることがで

きよう｡そしてこれらの所有を保障 していたの

は ｢生産 された共同団体｣としての身分であっ

た｡

〔3〕本源的蓄積

以上の諸形態においては､いずれも､労働の

実現の客観的条件⊥ 労働手段 と労働機材-

とが結合 しており､資本主義成立の前提条件の

こっである ｢自由を労働者｣は成立 していない｡

従って本源的蓄積は､｢多数の個人を労働の客

観的諸条件にたいする彼 らの従来05- をんら

かのかたちで- 肯定的を関連から切 りはをし､

これらの関連を否定 し､そしてそれにより､こ

れらの個人を自由を労働者に転化する過程｣(57.

S.402)に他をら射 ､｡そして ｢そのようを歴史

的解体過程 とは､労働者 を土地 と土地の領主に

緊縛 Lはするが､ しかし労働者の生活諸手段の

所有を事実上前提するところの隷農制 諸 関 係

(HbrlgkeitsverhaltnlSSe)の解体過程でもある｡

- このことは､実際は労働者が大地から分離
∃

する過程である｡すをわちそれは､労働者を自
-マ/
営農民として構成 していた自由な,｣＼土地所有者､

′ヾ ヒ ター
または借地農(コローヌス)､自由を農民として

構成 していた土地所有諸関係の解体である｡(共

同体的所有と現実の共同団体 とのもっと古い諸

形態の解体は､おのずから明らかである｡)労働

用具にたいする労働者の所有を前提.し､また労

働 自体を手工業的に規定 された技能として､財

産--として前提するツンフ ト諸関係の解体で

ある｡同 じく種々の形態の保讃関係の解体であ

る｣(55以下.S.401)0

これらの解体は､歴史的には､15世紀 に ｢イ

ギリスの大土地所有者が彼 らといっしょに農村

の剰余生産物 を食いつぶ していた従者を解雇 し
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ペヒター
たり､さらに彼らの借地農が小さな,J､屋住農を

追い出したり｣(63,S.406)して大量の生きた労

働力-｢自由な労働｣を労働市場に投げ出したと

ころから開始され､｢ヘンリー七世､ヘンリー八

世の政府が､歴史的解体過程の条件として､資

本の独立の存立のための諸条件の創始者として

現われ｣(64.S406f,) てこれを強行 していくの

である｡

他方､この間に ｢本来のマニュファクチュア｣

が発展 してくる｡これこそ ｢資本がまずはじめ

に散在的にまたは地方的に､古い生産様式とな

らんで現れ､しかも古い生産様式をいたるとこ

ろで粉砕 しつつ現われる本源的な歴史形態であ

る｣(69.S.410)｡マニュファクチュアは最初国

外市場むけに大量に生産がなされる場所で､す

をわち､イタリアの諸都市､コンスタンチノー

プル､フランドルやオランダの諸都市､バルセ

ロナのようをスペインの二､三の都市といった

大きな海陸貿易の基地､商業中心地で発生する｡

これらの ｢大商業中心地以外では､マニュファ

クチュアはその最初の居住地を都市に設けない

で､農村､非ツンフト的村落等に置いている｣

(69.S.410)｡紡糸､機械といった農村副業を基盤

とした問屋制家内工業が形成されるのである｡

こうして ｢農奴所有諸関係の解体と､ついで出

現 したマニュファクチュアとは､しだいしだい

に全労働部門を資本によって経営される部門に

転化 し｣(70.S.411)て行くのである｡その過程

は､また､｢使用価値ではなく､交換価値の生産

に､農村を全面的に引きいれる｣(70.S.410f.)過

程でもあるが､これを前提として､さらに大工

業が形成されていくのである｡

以上の本源的蓄積に対するマルクスの叙述は､

これを同時に彼の近代史像としてとらえかえす

ことができよう｡

すなわち凝奴的所有関係の解体､また､イギ
ヨ -･マ ノ

リスの自営農民などの ｢封建制の没落期､しか

二 _ _ _ _

しまだその内部で闘争がおこをわれていた時期

にかぎって-I-･黄金時代｣(67.S.409)を持ちえ

た自由を,J､土地所有の解体､さらにツンフト的

諸関係の解体､他方ではマニュファクチュアの

発展｡これらの一連の過程は西ヨーロッパにお

いてのみ､中世以来の歴史的発展の結果として

実現する｡そしてこのような過程をへて形成さ

れるヨーロッパ近代社会､資本主義は､をお残

存 している農奴制 ･奴隷制諸関係を解体 して行

くだけでなく､さらに ｢共同体的所有と現実の

共同団体のもっと古い諸形態｣すなわち､アジ

ア的形態にもとづく諸関係を解体 して行くので

ある｡

お わ り に

以上､ 腔省形態』の私なりの要約を行ったが､

それは F経済学批判』であげられている ｢アジ

ア的､古典古代的､封建的および近代ブルジョ

ア的生産様式｣がそれぞれいかなる内容を有し､

そしていかなる相互関係 をもって全体としての

世界史像 を形成 しているかをさぐるためであっ

た｡

上の観点から､それぞれの生産様式の内容と

その関連 を再構成するならば､およそ以下のよ

うになるであろう(図参照)0

くアジア的生産様式〉

① ｢アジア的生産様式｣という概念には､本源

的形態と二次的形態がともに含まれている｡F経

済学批判』のなかでマルクスは､｢すべての文化

民族の歴史の入口において見られるようを､自

然発生的形態における共同労働｣にふれている

ところで次のようにいっている｡ ｢自然発生的

な共同所有の形態は特有なスラヴ的形態である

という､またもっぱらロシア的別形態であると

いうわらうべき偏見が､最近ひろまっている｡

それはわれわれがローマ人､ゲルマン人､ケル

- 110-



一

次

的

形
態

資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態

本
源
的
形
態

｢前
史
｣
と
し
て
の
社
会
構
成
体
の
成
層

(凸解体

ト人について証明しうる原始形態であるが､ こ

れについては､多様な見本をそをえた完全な見

本台帳が､一部分廃祉とをっているとはいえ､

いまをおインド人のもとで見 うけちれる｡アジ

ア的な､ことにインド的な共同所有形態 をもっ

と精密に研究 してみれば､自然発生的共同所有

の種々の形態からして､その解体の種々の形態

がどういうようにして生 じるかがわかるであろ

う｡こうして､たとえばローマ的およびゲルマ

ン的所有の種々の原型は､インド的な共同所有

r 諸 形 態 J

①継起的関係)

の種々の形態からみちびきだすことができるの
⑳

である｡｣ この文章からはさまざまなことが導

かれるが､ここでは､まず､マルクスが19世紀

においてをおインド人のもとに｢共同所有形態｣

を指摘 している点を注目したい｡そして F諸形

態｣においてもこのような共同所有にもとづく

小共同体がアジアにおける二次的形態の基礎に

認められていたのである｡また､もしマルクス

がアジア的生産様式の概念から両者のどちらか

を排除 していたとすれば､その排除された部分
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に対する何らかの ｢生産様式｣が設定されるべ

きであるが､そうしたことは行われていないの

である｡

② ｢本源的所有のアジア的形態｣は､先に本源

的所有の三形態のところで見､また上の引用で

も明らかなように､三形態の中で最も本源的な

ものである｡このアジア的形態からその｢変形｣

としてスラヴ的形態が現われるO古典古代的形

態とゲルマン的形態は､上の引用かわみられる

ように､｢インド的な共同所有の種々の形態から

みちびきだすことができる｣のであって､古典

古代的形態からゲルマン的形態につらなるので

はなく､両者はおのおのアジア的形態から発展
⑳

してくる｡

(丑 ｢二次的形態｣には三種のものがある.

-は東洋的専制君主政 ･全般的奴隷制であり､

これは大多数のアジア的基本形態 (-アジア的

形態)から形成されてくる｡

二はスラヴ､ルーマニアにおける農奴制であ

り､これはアジア的形態の変形 したものとして

のスラヴ的形態から形成されてくる｡

三はメキシコ､ペルー､ケル トなどの場合で

あるが､これに関しては二次的形態に対する詳

しい叙述がなく､不明な点が多い｡

(彰 ｢アジア的生産様式｣は19世紀に近代ブルジ

ョア的生産様式によって 解体されるまで存続す

る｡

く古典古代的生産様式〉

(∋ ｢古典古代的生産様式｣は ｢本源的所有の古

典古代的形態｣と ｢二次的形態｣の両者を含む

概念である｡この点では ｢アジア的生産様式と

共通の性格を有 している｡

② ｢本源的所有の古典古代的形態｣はアジア的

形態から形成される｡

③ ｢二次的形態｣はこの古典古代的形態を基礎

に形成されるが､それは､農奴制を含む可能性

はあるにしても､基本的には奴隷制である｡こ

r

｣ 二 二 ⊥

の奴隷制は古典古代における主要を生産関係と

なるが､しかし､この時代以降も一つの副次的

な生産関係として存続 し､最終的には本源的蓄

積の過程で解体される｡

〈封建的生産様式〉

(∋ ｢封建的生産様式｣は､ここでも ｢本源的所

有のゲルマン的形態｣と ｢二次的形態｣を含む

概念である｡先に引用した ｢中世(ゲルマ ン時

代)は､歴史の場面としての農村から出発 した｣

というマルクスの言葉は､｢ゲルマン時代｣-ゲ

ルマン的形態として理解しないかぎり､ここで

特にこの一句を挿入した意味がなくなるであろ

う｡

(参 ｢本源的所有のゲ)i,マン的形態｣はアジア的

形態から形成される｡

(参 ｢二次的形態｣はゲルマ ン的形態 を基礎 と

して形成される､｢歴史的状態第二号｣と農奴制

である｡農奴制と奴隷制に関しては､両者は論

理的 ･歴史的に継起的をものとしてはとらえら

れておらず､むしろ農奴制がゲルマン的形態に

とって ｢伝来｣のものとされている｡

④ 本源的蓄槙がこの生産様式の歴史的発展の

必然的結果として行われ､それによって近代ブ

ルジョア的生産様式に移行する｡

く近代ブルジョア的生産様式〉

① ｢近代プルジョ7的生産様式｣は西ヨーロッ

パの封建的生産様式から形成されてくる｡

(参 それはこ他のすべての ｢資本制生産に先行す

る諸形態を否定 ･解体 し､｢社会的生産過程の最

後の敵対的形態｣となる｡そして ｢人間社会の

前史はこの社会構成体とともに終 りをつげる｣｡

(参 西ヨーロッパにおいては ｢アジア的生 産 様

式｣から ｢近代ブルジョア的生産様式｣にいた

るまでの四つの生産様式があいづぐ ｢成層｣を

なして現われるが､しかし発展の ｢継起性｣を

それは現わしてはいない｡またアジアにおいて

はその ｢成層｣状況はまったく異なったものと
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して現われている｡

以上が､もっぱ ら r諸形態｣ に依 りつつ私 な

りに忠実に再構成 した､この時点 におけるマル

クスの世界史像 についての､一応の結論- ｢覚

え書｣- である｡ ｢一応の｣ とは､本稿 では意

図的に避 けた二つの作業一一従来の諸研究の検

討､およびマルクスの他の諸著作 との検討-

を念頭に置いているからである｡ しか し私のと

ったこの方法は､少なくとも現在の私 にとって

はまず必要な､かつ唯一の方法であったO

註

(D ｢古典古代的J生産様式は普通 ｢古代的｣生産

様式と訳されている (例えば rマルクス-エンゲ

ルス全集j大月書店､第13巻 7頁｡以下r全集J)｡

しかし太田秀道民の研究によれば､原文で使用さ

れているantik､(およびAntike) はマルクス､エ

ンゲルスによって常に ｢古代｣一般ではをく､｢古

典古代｣の意味で使用されており､ここではそれ

に従った｡ (太田秀通､r世界史認識の思想と方法J､

青木書店,1978､203頁以下参照｡)

② マルクスは手稿のかたちで1857年から58年にか

け r経済学批判要綱J をfutXいたが､その川 〕焚本

にかんする童(ノー トⅢ-Ⅶ)､第二編- 資本の

流通過程のなかで､｢資本の本源的蓄積｣のすぐあ

とに書かれているのが r資本制生産に先行する諸

形態Jである｡ (KarlMarx,Grundrisse der

KritikderpolitischenOkonomie,DietzVerag

Berlln,1974.)訳本として利用したのは､手島正

毅訳 r資本主我的生産に先行する諸形態]国民文

庫､(青木啓店)である(以下r諸形態｣)｡本稿での

引戸削ま多く本書によっている (引用文のあとのペ

ージ数は本啓のものと､上記原本のものである)

が､antikの訳その他､かえたところもある｡

③ r諸形態｣ をマルクスが執筆 したのは1858年 1

月前後のことであり､｢序言｣の執筆されたちょう

ど1年蘭で あった (上掲書､n33東)ら

なお､山之内靖氏によれば､1848年から1860年

に至る時期はマルクス､エンゲルスの思想的発展

における第1期であり､第 Ⅰ期で形成 した彼 らの

理論の ｢再検討期｣にあたるDその一環として彼

らは1853年以降アジア社会の研究を開始しており､

これによって彼らの歴史像ははじめて世界全体を

視野に入れたものとなった｡r諸形態Jは､従っ

て､そうした再検討の過程から形成されてきた､

マルクスの最初の ｢世界史像｣を提供 していると

いえよう｡その定式化が行なわれたのが先の序言

だったのである｡ (山之内靖､rマルクス ･エンゲ

ルスの世界史像1､未来社､1969.)

㊨ ｢7ジ7の歴史は都市と農村.tの一種の差別な

き一体性(の歴史)である｡(ここでは本来の大都市

は､たんに王侯の宿営地 として､本来の経済的機

構のうえにある複受胎としてのみ考察すべきであ

る｣(21.S.382)｡

⑤ マルクスはアジア的形態について､｢この形態は

同一のく共同体的)基本関係を基礎 としているが､

それ自体 きわめて種々さまざまなかたちで実現さ

れうるのである｡｣と述べ､ただちにそれに続けて

｢たとえば､大多数のアジア的基本形態のばあい

のように､総括的統一体は､---上位の所有者､

あるいは唯一の所有者として現われ--｣と続け

ている(10.S.376)Oここでは本源的所有のアジア

的形態がただちに専制君主制(二次的形態､後述)

として実現するとマルクスが述べているようにも

見えるが､しかし､これに続けて､専制君主制が

現われるということは ｢さきの形態となんら矛盾

するものではない｣(同上)と述べている｡すなわ

ちアジア的形態と専制君主制とは ｢矛盾｣しない

と言っているだけなのである｡ したがって､あく

まで専制君主制形成に歴史的に先だつものとして

アジア的形態が設定されていると考える｡

(む ｢古典古代の歴史は､都市の歴史であるが､し
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かし､土地所有と農業とを基礎とする諸都市の歴

史である｣(21.S.382)｡

⑦ 三形態の相違の原図については､一般的に､種

族共同社会の定住について述べつつ､次のように

述べられている｡ ｢人間がけっきょく定住するよ

うになると､この本源的共同社会 (種族共同社会､

引用者)がどの程度まで変形 されるかは､さまざ

まな外的 ･気候的 ･物理的等の諸条件とともに､

人間の特殊を自然的素質等一一一彼 ら種族の性格一

一のいかんに依存するであろう｣(9以下.S.376)｡

しかし､第二の所有形態-ローマ的形態に関し

ては､さらに､歴史の所産としての共同体が加え

られている｡ ｢共同体はこの場合 (ローマ的形態

の場合､引用者)すでに歴史の所産であり､事実

上からばかりでなく､またそう意識されているの

であるにもかかわらず､ここでは土地にたいする

所有の前提 となる｣(15.S.379)｡また､ ｢歴史的を

運動や移動が種族の純粋に自然生的な性格を破壊

することが多いほど､またさらに､種族がその最

初の居住地から遠 くはなれてよその土地 を占領 し､

したがって本質的に新 しい労働条件のなかに踏み

込み､個々人の精力がますます発展するほど､一

一種族の共同的性格が､外部にむかってはますま

す消極的な統一体として現れ､またそのように現

れざるをえなくなるほど- ､いよいよ個々人が

土地ー B]別の分割地- の私的所有者となり､

その土地の個別的耕作が彼とその家族の手に帰す

る条件が与えられることが多くなるのである｣(14

S.378f)と述べているが､これは ｢ゲルマン的形

態｣にもあてはまると考えられる｡すなわち､古

典古代的形態､ゲルマン的形態は､ともに ｢種族

の自然生的創生格を､穏度の差はあれ､破壊 した

ところで成立してくるのであり､その点､｢種族の

自然生的な性格｣を直接的に継容 している ｢7ジ

ア的形態｣とは､質的 ･歴史的に段階を異にして

いるのである｡

⑧ あとでも見るように､古典古代的形態とゲルマ

ン的形態は､奴隷制､農奴制を内包しているとマ

ルクスは見ており､その点でもアジア的形態 と質

的に一 階耕関係においても-区別されるものであ

る｡

(9 ｢奴隷関係や農奴関係においてはこの よ うな

(人間的定在のこれらの非有機的諸条件と､この

活動する走在とのあいだの､引用老)分離は生 じ

ないで､むしろ社会の一部分は､社会の他の部分

自体から､他の部分に固有の再生産のたんに非有

機的かつ自然的な諸条件として取扱われる｣(34.

S.389)0

⑲ ｢他人の意志の領有こそ支配関係の前提である｡

-･･だがここでは､支配と隷属の関係が同 じくこ

の生産用具の領有の型式に属することだけは､は

っきりしておこう｡そしてこの支配と隷属の関係

は､すべての本源的な所有関係と生産関係との発

展と没落の必然的な酵素をなしており､またこれ

らの諸関係の狭陰性を表現 しているのである｣(53.

S.400)｡

⑪ ｢総体的奴隷制｣(岡崎次郎訳 r諸形態j青木文

庫及びマル ･エン選集訳)､｢全般的奴隷粧｣(手島

正毅訳 r諸形態』国民文庫)､これらはほぼ同一

の意味を有するが､これを ｢奴隷制｣と訳 さぬ立

場もある｡ ｢普遍的隷従制 ｣(大塚久経､ 『共同体

の基礎理論』､(『大塚久雄著作集』第七拳､53頁))0

また､最近における ｢衝撃的｣な訳語として ｢東

洋の奴隷制の一般的形態｣(原秀三郎 ｢アジア的生

産様式論批判序説｣､F歴史評論』No.228)｡これらの

それぞれの訳語は､またそれぞれの独自なマルク

ス､エンゲルス理解と結合 しているのであるが､

それぞれの立場 ･訳語に対する評価は本稿の課題

ではなく､今後に残 しておきたい｡

⑫ 望月将司､rマルクス歴史理論の研究J岩波書店､

(昭48)533頁以下｡ ･

⑬ ｢農奴制の歴史について､商業用語でいえば､

ぼくたちの間で 陀｢算が合った』ことは喜ばしい｡

農奴制や隷農制(Le)belgenSChaftund一iar)gkelt)
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がなんら特殊な中世的-封建的形態でないことは

たしかであって､征服者が元の住民自身に土地を

耕作させるところではどこでも､- たとえばき

わめて初期のテッサリアにも､見出されるもので

ある｡この事実のために私や多くの他の人々も中

世的奴僕制 (Knechtschaft)にたいして目を曇ら

されてきた｡人々は好んでそれを単なる征服で理

由づけようとした｡だが､それは事柄 をあまりに

あっさりと､かつ平板に片付けるものであった｡｣

(1882年12月22日付.林直道 r史的唯物論と経済

学j上114巽以下､によるo)

⑲ .a.7;木帝 二郎監訳 F経猶学批判婆桐山 大月書店､

第n分冊､165頁(S.156)｡

⑮ ｢共同団体を存続 させる前提は､その自給自足

的な農民のあいだの平等の維持 と､彼らの戸斤有を

存続 させる条件である自家労働である｡彼らは労

働の自然的諸条件に所有者として関係する｡ しか

しこれらの諸条件はやはり不断に､個人の人格の､

彼の身みずからの労働の条件および嘗観的要素と

して､身みずからの労働によって現実的に措定さ

れていか ナればならをいO他方では､この小さな

軍事共同団体の指向は､この柵 をのりこえてすす

む--･(ローマ､ギリシア､ユ ダヤ人等)｣(15.

S.379)0

⑮ r全集J3-18頁｡

⑰ ｢部族的所有(Stamme鳩entum)｣については､

｢これは人々が狩猟と魚樺で､牧畜で､せいぜい

のところJA耕で食っているような未発達を段階｣

(同上)と述べており､F諸形態J における ｢本源的

所有｣にほぼ重なる概念であるとしてよいと思わ

れる｡ ｢所有の最初の形態は古代世界においても

中世においても部族所有であって､この形態をと

らせた原捷=まローマ人の場合は主として単文争であ

り､ゲルマン人の場合には牧畜である｣(同上.57

頁)と述べているからである｡

⑬ 上掲訳脊第 Ⅰ分冊､19真(S.19)0

⑲ 上の引用は征服の三つの場合の一つとして､｢交

互作用がはじまり､それによって一つの新 しいも

の､一つの総合ができあがる･-- (部分的にはゲ

ルマン人の征服で)｣場合 として述べているもので

ある(同上)｡なお､ここでマルクスの言っている

｢ローマ諸州でおこなわれていた土地所有の集積｣

とは､コロナ トウス制をさしていると思われる｡

これに関 しては 『ドイツ ･イデオロギー』の次の

文章が想起 される｡｢封建制は ドイツから､できあ

がったかたちでいっしょに持ちこされてきたもの

では全然なく､征服そのものがおこなわれていた

あいだの戦時編成に征服者の側からの起こりをも

っていたのであって､征服後この編成が､征服さ

れた諸地方にすでに存在 していた生産力の影響を

受けて始めて本来の封建制へ発達 したのである｡｣

(r全集J3-60頁以下)

⑳ ｢土地所有の位階制的編成とこれにつながる武

装した家臣団たちは資族に､鹿奴を支配する力を

与えた｡この封建的編成は､古代の共同体所有と

同じく､生産者である被支配階級 を向こうにまわ

しての一つの連合であった｡ただし連合の形式お

よび直接的生産者にたいする関係は古代の場合と

は違っていたOをぜなら､違った生産条件がそこ

には存在 していたからである｡｣(上掲書20頁)こ

の rドイツ .イデオロギー』中の理論を『諸形態J

のそれにそくしていいかえれば､農奴制 とい う

二次的形態｣に対応 して編成された､従って二次

的な共同団体として形成された､｢被支配階級 を向

こうにまわしての一つの連合｣-土地所有老身分

が成立 してくる､ということになるであろう｡

⑳ r全集｣13-19頁｡

⑳ ｢第二の (所有)形態･--- 本源的種族のい

っそう動揺的な歴史的生活､運命､および変形の

所産｣(12.S.378)とマルクスは述べており､ここ

では ｢本源的種族 ｣-定住以前に形成された櫨族

共同社会の ｢変形｣ したものとして ｢ローマ的形

態｣が語 られている｡ したがって､ここで古典古

代的形態とゲルマン的形態がおのおのアジア的形
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態から発展 してくるという場合､アジア的形態が

｢できあいのものとして｣ローマ人あるいはゲル

マン人に移入されるというのではなく､多分それ

と関係 しあいつつ､アジア的形態の段階を経へ発

展するという意味である｡
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